
EAR§734.9 Foreign-Direct Product (FDP) Rules
2022. 2. 3 改正版

(i) 技術又はソフトウェア
　　　の直接製品

(ii) プラント全体又はプラントの主要な構成装置
　　　の直接製品

§734.9(b)
National Security FDP rule
国家安全保障上のFDPルール

D1
E1,E2

§734.9(b)(1)(i)
(A) 米国外で製造された品目が、EAR§748付則2
 　　の(o)(3)(i)項で定める輸出許可の添付書類とし
 　　て、又はEAR§740.6の許可例外TSR使用に
 　　対する前提条件として、書面による誓約書を
 　　必要とする米国原産の技術又はソフトウェアの
 　　直接製品である場合；かつ
(B) その米国外で製造された品目がNS規制の対象
 　　である場合

§734.9(b)(1)(ii)
(A) 米国外で製造された品目が、それ自体が輸出
 　　許可の添付書類として、又はEAR§740.6の
 　　許可例外TSR使用に対する前提条件として、
 　　書面による誓約書を必要とする米国原産の
 　　技術のプラント全体又はプラントの主要な構成
 　　装置の、直接製品である場合；かつ
(B) その米国外で製造された品目が、NS規制の
　　 対象である場合

§734.9(c)
9x515 FDP rule

D5
E1,E2

§734.9(c)(1)(i)
(A) 米国外で製造された品目が、ECCN 9D515
　　 又は9E515で指定される米国原産の技術
　　 又はソフトウェアの直接製品である場合；かつ
(B) その米国外で製造された品目が、9ｘ515の
  　 ECCNで指定される場合

§734.9(c)(1)(ii)
(A) その米国外で製造された品目が、それ自体が
  　ECCN 9E515で指定される米国原産の技術
  　の直接製品であるプラント全体又はプラントの
　　主要な構成装置'の、直接製品である場合；かつ
(B) その米国外で製造された品目が、9x515の
　　 ECCNで指定される場合

§734.9(d)
 ''600 series'' FDP rule.

D1,D3
D4,D5
E1,E2

§734.9(d)(1)(i)
(A) 米国外で製造された品目が、600シリーズの
　　 ECCNで指定される米国原産の技術 又は
　　 ソフトウェアの直接製品である場合；かつ
(B) その米国外で製造された品目が、600シリーズ
　　 のECCN又はECCN 0A919で指定される場合

§734.9(d)(1)(ii)
(A) 米国外で製造された品目が、それ自体が600
　　 シリーズのECCNで指定される米国原産の
　　 技術の直接製品であるプラント全体又は
　　 プラントの主要な構成装置'の、直接製品である
　　 場合；かつ
(B) その米国外で製造された品目が600シリーズの
　　 ECCNで指定される場合

注：主要な構成装置とは、品目の製造にとって不可欠である装置（試験装置を含む）をいう。

注：誓約書(Written Assurance)
　　　　　荷受人が、事前にBIS の認可を取得しない限り、いかなる仕向地にも故意に技術を再輸出しないこと、或いは、D:1、E:1、又は E:2国に
　　　　　直接又は間接に技術の直接製品を輸出しないことを誓約する最終荷受人からの書状（§740.6、§748付則2(o)(3)(i)）

注：エンティティリストで脚注1が付されたファーウェイ関連事業者に対するDirect Product Rule ⇒ 次ページ参照

注：“直接製品” Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｒｏｄｕｃｔ
　　　　　技術又はソフトウェアを直接用いて製造された immediate product[第一次製品]（プロセス及び役務を含む）を意味する。（§772.1）
　　　　　利用された技術又はソフトウェアが、製造・開発された製品の全部ではなく、その一部（一部の部品、部分品等）だけに利用されている場合、
　　　　　「直接性」の要件を満たさず、直接製品にあたらない。  　参照 ⇒　直接製品の事例チャート（CISTEC 「米国の再輸出規制 入門ガイド」より転載）

適　　　用　　　条　　　件
規制

対象国

U.S. technology and software /  plant or any major component of a plantForeign‐produced items

https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.9d
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.9c
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.9b
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Direct Product
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J748.pdf#748.s2o3
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J740.pdf#740.6
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/Example_FDP.pdf
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EAR 関連条項 

§734.9(e)(1) 

§744.11(a)(2)(i) 

§744 付則 4 

§734.9(e)(1) Entity List FDP rule：脚注 1 

(ii)(A) 直接的関与 

米国外で製造された品目が、エンティティリストで脚注 1の指定がある

事業者により製造、購入又は注文された 部品、部分品、又は装置に組

み込まれるか、それらの製造又は開発に用いられることを知っているか

知り得る理由がある。 

直接製品ルール 

の対象外 

いいえ

いいえ 

(ii)(B) 間接的関与 

エンティティリストで脚注 1 の指定がある事業者が、米国外で製造され

た品目に関わる取引当事者（例えば、購入者、中間荷受人、最終荷受人、

若しくは最終需要者）であることを知っているか知り得る理由がある。 

(i)(A) 技術又はソフトウェアの直接製品 

米国外で製造された品目が、ECCN 3D001、3D991、3E001、3E002、3E003、
3E991、4D001、4D993、4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、5D991、
5E001、若しくは 5E991 で指定される EAR 対象の技術又はソフトウェア
の直接製品（注 1）である。（注 2） 

はい 

注 1：“直接製品” とは、技術又はソフトウェアを直接用いて製造された immediate 
product[第一次製品]（プロセス及び役務を含む）を意味する。 
利用された技術又はソフトウェアが、製造・開発された製品の全部ではなく、
その一部（一部の部品、部分品等）だけに利用されている場合、「直接性」の 
要件を満たさず、直接製品にあたらない。 

注 2：米国外で製造された品目には、ウエハー（完成されたもの又は切断されていな
いもの）を含む。 

注 3：主要な構成装置とは、品目の製造にとって不可欠である装置（試験装置を含む）
をいう。 

いいえ

いいえ 

参考 
BIS の Entity List 関連の
直接製品ルールの FAQ 

§744 付則 4
エンティティ
リストで 
License 
Requireement
欄に脚注 1が
付せられた事
業者に関連す
る FDP ルール

はい 

(i)(B) 直接製品であるプラント又はプラントの主要な構成装置の製品 

米国外で製造された品目が、米国外に所在するプラント又はプラント
の主要な構成装置により製造されたものであって、そのプラント又は
プラントの主要な構成装置（米国内で製造されたか米国以外で製造さ
れたかを問わない）自体が、CCL の ECCN 3D001、3D991、3E001、3E002、
3E003、3E991、4D001、4D993、4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、
5D991、5E001、若しくは 5E991 で指定される米国原産の技術若しくは
ソフトウェアの直接製品である。（注 2,3） 

はい 

はい 

§744.11(a) 輸出、再輸出、又は国内で移転する場合、全対象品目に 
ついて BIS の輸出許可が必要 

エンティティリストで是認されていない限り許可例外は適用できない。

"標準化関連行為"のためのものである場合、EAR99 及び AT 理由でのみ規
制されるものについては、輸出許可は不要である。 

規制対象となる仕向地は、ホワイト国も含まれる。 

5G 未満のレベルの通信システム、装置及び機器の開発又は製造をサポー
トする能力を有するものの輸出許可申請は個別に審査される。 

https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.9e
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J744.pdf#744.11a2
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J744sup4.pdf#page2
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Standards-related activity
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/FDPRule_FAQ.pdf
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.9e
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Direct Product
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Direct Product
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Direct Product
Toshiyuki
ノート注釈
1：“直接製品” とは、技術又はソフトウェアを直接用いて製造された immediateproduct[第一次製品]（プロセス及び役務を含む）を意味する。利用された技術又はソフトウェアが、製造・開発された製品の全部ではなく、その一部（一部の部品、部分品等）だけに利用されている場合、「直接性」の要件を満たさず、直接製品にあたらない。
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EAR 関連条項 

§734.9(e)(2) 

§744.11(a)(2)(ii) 

§744.23 

§744 付則 4 

(i)(A) 技術又はソフトウェアの直接製品 

米国外で製造された品目が、ECCN 3D001、3D991、3E001、3E002、3E003、
3E991、4D001、4D993、4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、5D991、
5E001、5E991、5D002、若しくは 5E002 で指定される EAR 対象の技術又
はソフトウェアの直接製品（注 1）である。 

§734.9(e)(2) Entity List FDP rule：脚注 4 

(ii)(A) 直接的関与 

米国外で製造された品目が、エンティティリストで脚注 4の指定がある

事業者により購入、注文、又は製造された 部品、部分品、又は装置に

組み込まれるか、それらの製造又は開発に用いられることを知っている

か知り得る理由がある。 

直接製品ルール 

(e)項の対象外 

いいえ

いいえ 

(ii)(B) 間接的関与 

エンティティリストで脚注 4 の指定がある事業者が、米国外で製造され

た品目に関わる取引当事者（例えば、購入者、中間荷受人、最終荷受人、

若しくは最終需要者）であることを知っているか知り得る理由がある。 

はい 

いいえ

注 1：“直接製品” とは、技術又はソフトウェアを直接用いて製造された immediate 
product[第一次製品]（プロセス及び役務を含む）を意味する。 
利用された技術又はソフトウェアが、製造・開発された製品の全部ではなく、
その一部（一部の部品、部分品等）だけに利用されている場合、「直接性」の 
要件を満たさず、直接製品にあたらない。 

注 2：主要な構成装置とは、品目の製造にとって不可欠である装置（試験装置を含む）
をいう。 

§744 付則 4
エンティティ
リストで 
License 
Requireement
欄に脚注 4が
付せられた事
業者に関連す
る FDP ルール

はい 

いいえ 

(i)(B) 直接製品であるプラント又はプラントの主要な構成装置の製品 

米国外で製造された品目が、プラント又はプラントの主要な構成装置
（米国内で製造されたか米国以外で製造されたかを問わない）自体が
CCL の ECCN 3D001、3D991、3E001、3E002、3E003、3E991、4D001、4D993、
4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、5D991、5E001、5E991、5D002、
若しくは 5E002 で指定される米国原産の技術若しくはソフトウェアの
直接製品であるプラント又はプラントの主要な構成装置により製造さ
れた製品である。（注 2） 

はい 

はい 

§744.11(a) 輸出、再輸出、又は国内で移転する場合、全対象品目に 
ついて BIS の輸出許可が必要 

エンティティリストで是認されていない限り許可例外は適用できない。

"標準化関連行為"のためのものである場合、EAR99 及び AT 理由でのみ規
制されるものについては、輸出許可は不要である。 

規制対象となる仕向地は、ホワイト国も含まれる。 

https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.9e2
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.9e2
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J744.pdf#744.11a2ii
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J744.pdf#744.23
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J744sup4.pdf#page2
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Direct Product
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Direct Product
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Standards-related activity
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Direct Product
Toshiyuki
ノート注釈
1：“直接製品” とは、技術又はソフトウェアを直接用いて製造された immediateproduct[第一次製品]（プロセス及び役務を含む）を意味する。利用された技術又はソフトウェアが、製造・開発された製品の全部ではなく、その一部（一部の部品、部分品等）だけに利用されている場合、「直接性」の要件を満たさず、直接製品にあたらない。
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(i) 技術又はソフトウェアの直接製品 

(A) 米国外で製造された品目が、ECCN 3D001、3D991、3E001、3E002、
3E003、3E991、4D001、4D090、4D993、4D994、4E001、4E992、4E993、
5D001、5D002、5D991、5E001、5E991、若しくは 5E002 で指定される EAR
対象技術又はソフトウェアの直接製品である。（注 2） 

§734.9(h)先端コンピューティング FDP ルール 

(ii) 直接製品であるプラント又はプラントの主要な構成装置の製品 
(B)(2) 米国外で製造された品目が、CCL 別途指定される集積回路、電
子計算機、電子組立品、若しくは部分品であって、ECCN 3A090 若しく
は 4A090 の性能パラメータに合致する品目である。 

直接製品ルール 

(h)項の対象外 

いいえ

(2) 仕向先、最終用途の適用範囲 
(i) 米国外で製造された品目（（1）項に該当する直接製品）が、中国

を仕向地とすること、又は中国を仕向地とする部品、部分品、電子
計算機、若しくは装置（EAR99 を除く）に組み込まれることを知っ
ているか知り得る理由がある。

直接製品ルール 

(h)項の対象 ⇒ §742.6(a)(6)、§742.6(b)(10) 

はい 

はい

(i) 技術又はソフトウェアの直接製品 
(B)(2) 米国外で製造された品目が、CCL で別途指定される集積回路、
電子計算機、電子組立品、若しくは部分品であって、ECCN 3A090 若し
くは 4A090 の性能パラメータに合致する品目である。 

(ii) 直接製品であるプラント又はプラントの主要な構成装置の製品 
(A) 米国外で製造された品目が、米国外に所在するプラント又はプラン
トの主要な構成装置により製造されたものであって、そのプラント又は
プラントの主要な構成装置（米国内で 製造されたか米国以外で製造さ
れたかを問わない）自体が、CCL の ECCN 3D001、3D991、3E001、3E002、
3E003、3E991、4D001、4D090、4D993、4D994、4E001、4E992、4E993、
5D001、5D991、5E001、5E991、5D002、若しくは 5E002 で指定される米
国原産の直接製品である。 

(i) 技術又はソフトウェアの直接製品 
(B)(1) 米国外で製造された品目が、CCL の ECCN 3A090、3E001 (3A090
に係るもの)、4A090、若しくは 4E001（4A090 に係るもの）で指定され
る品目である。 

(2) 仕向先、最終用途の適用範囲 
(ii) 米国外で製造された品目（（1）項に該当する直接製品（技術））

が、マスク又は集積回路のウエハー若しくはダイの製造のために中
国に本拠を置く事業者により開発された技術であることを知って
いるか知り得る理由がある。 

(ii) 直接製品であるプラント又はプラントの主要な構成装置の製品 
(B)(1) 米国外で製造された品目が、CCL の ECCN 3A090、3E001（3A090 に
係るもの）4A090、若しくは 4E001（4A090 に係るもの）で指定される
品目である。 

はい 

いいえ 

はい 

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい 

はい 

いいえ

はい 

誓約書作成 
§734.9(h)(3) 
§734 付則 1 

https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.9h
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Direct Product
https://www009.web.fc2.com/Part742_6.pdf
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.s1
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.9h3
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Direct Product
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Direct Product
Toshiyuki
ノート注釈
1：“直接製品” とは、技術又はソフトウェアを直接用いて製造された immediateproduct[第一次製品]（プロセス及び役務を含む）を意味する。利用された技術又はソフトウェアが、製造・開発された製品の全部ではなく、その一部（一部の部品、部分品等）だけに利用されている場合、「直接性」の要件を満たさず、直接製品にあたらない。
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(1) 製品の適用範囲 
(i) 技術又はソフトウェアの直接製品 
米国外で製造された品目が、CCL の ECCN 3D001、3D991、3E001、 3E002、
3E003、3E991、4D001、4D993、4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、
5D991、5E001、5E991、5D002、若しくは 5E002 で指定される品目であ
る。 

§734.9(i) "スーパーコンピュータ"FDP ルール 

(2)国及び最終用途の適用範囲 
(ii) 米国外で製造された品目が、中国に所在するか中国を仕向地とする
スーパーコンピュータで使用される部品、部分品、若しくは装置に組み
込まれるか、その開発若しくは製造に使用されることを知っているか知
り得る理由がある。 

直接製品ルール 

(i)項の対象外 

いいえ

いいえ
はい 

いいえ

はい 

(1) 製品の適用範囲 
(ii) 直接製品であるプラントプラントの主要な構成装置の製品 
米国外で製造された品目が、米国外に所在するプラント又はプラントの
主要な構成装置により製造されたものであって、そのプラント又はプラ
ントの主要な構成装置（米国内で製造されたか米国以外で製造されたか
を問わない）自体が、CCL の ECCN 3D001、3D991、3E001、3E002、3E003、
3E991、4D001、4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、5D991、5E001、
5E991、5D002、若しくは 5E002 で指定される米国原産の EAR 対象技術若
しくはソフトウェア の直接製品である。

いいえ 

(2)国及び最終用途の適用範囲 
(i)米国外で製造された品目が、中国に所在するか中国を仕向地とするス
ーパーコンピュータの設計、開発、製造、使用、稼働、設置（現地での
設置を含む）、保守（検査）、修理、オーバーホール、若しくは修復に使
用されるであることを知っているか知り得る理由がある。 

はい 

はい 

直接製品ルール 

(i)項の対象 ⇒ §744.23 

https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.9i
https://www009.web.fc2.com/Part744_23.pdf
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Direct Product
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Direct Product
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Supercomputer
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Supercomputer
https://www009.web.fc2.com/EAR_J/J772.pdf#Supercomputer
Toshiyuki
ノート注釈
1：“直接製品” とは、技術又はソフトウェアを直接用いて製造された immediateproduct[第一次製品]（プロセス及び役務を含む）を意味する。利用された技術又はソフトウェアが、製造・開発された製品の全部ではなく、その一部（一部の部品、部分品等）だけに利用されている場合、「直接性」の要件を満たさず、直接製品にあたらない。




